
金融機能強化法（金融機関等に対する国の資本参加）
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申請

資本参加

中小企業向け融資の
円滑化などを含む経
営強化計画を策定

（基本的な仕組み）

制
度
の
概
要

○ 金融・経済の情勢変化に対応して、金融仲介機能の向上が図れるよう、金融機関等に国が資本参加する制度
○ 中小企業の金融円滑化等が見込まれるなどの場合に、国が資本参加

実
績 ○ 前回の法改正（平成23年6月）以降、23機関・3,236億円の利用

期
限 ○ 国の資本参加を申請する期限は今年度末まで



株式保有制限法（銀行等保有株式取得機構による株式等の買取り）

制
度
の
概
要

○ 健全性確保の観点等から、銀行等が、自己資本を超えて株式等を保有することを禁止
⇒ 株式等の処分の円滑化のため、銀行等保有株式取得機構が株式等を買取り

実
績

○ 前回の法改正（平成24年3月）以降、約5,000億円、特に足下で増加（平成27年度は
前年度比3倍超）

期
限

○ 買取りは今年度末まで
○ 機構の存続期限は平成39年3月末まで

銀行等保有株式取得機構の概要

設立 平成14年1月30日

会員・拠出 会員：銀行等109行（平成28年7月1日現在）
拠出：会員である銀行等が拠出金を拠出（約285億円）

13年度～23年度末
までの累計

24年度 25年度 26年度 27年度 制度発足以来の累計

22,845 1,875 905 499 1,667 27,792 

（参考） 銀行等保有株式取得機構による買取り実績の推移 （億円）



保険業法（生命保険契約者保護機構に対する政府補助）

制
度
の
概
要

○ 破綻時の資金援助に伴う業界負担により、生命保険会社の財務が著しく悪化し、保険業への信頼
性の維持が困難となる場合に、政府補助を可能とするもの

○ 生命保険契約者保護機構による資金援助の財源は以下のとおり

期
限 ○ 政府補助ができる期間は今年度末まで

毎年330億円
積立

資金援助が業界負担を超えた時に、「資
金援助を業界の負担のみで賄うこととなれ
ば、生命保険会社の財務状況が著しく悪
化させ、保険業に対する信頼性の維持が
困難となり、ひいては国民生活又は金融
市場に重大な支障が生じるおそれが認め
られる場合」、政府補助が可能H27年度末時点積立額

2,050億円

0
業界負担枠

③政府補助可能（H28年度まで）

②政府保証付借入

[借入限度額 4,600億円]
①事前積立

[積立限度額 4,000億円]


